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１ 計画の趣旨・現状 

（１）計画の趣旨 

・教育職員が心身の健康を保ちながら、専門性を発揮し、児童生徒への教育に
生き活きと専念できる環境を整えることは、学校教育の質を向上させ、学校
を誰もが通いたくなる魅力的な場所にするとともに、「全ての子どもたちへの
よりよい教育」の実現につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県教育委員会では、これまでも市町村教育委員会と一体となって時間外在校
等時間の縮減に取り組んできており、一定の成果がみられるが、学校におけ
る働き方改革をより一層進める必要がある。 

     【時間外在校等時間の推移】※６月に実施している勤務実態調査結果から 
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※「中学校」は中等教育学校前期課程を含み、「高等学校」は中等教育学校
後期課程を含む 

・教育職員の勤務状況を改善し、働きやすさと働きがいを両立しながら、真に
必要な業務に専念できるようにするため、「公立の義務教育諸学校等の教育職
員の給与等に関する特別措置法」（以下「給特法」という。）第８条に基づき、
「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督す
る教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に
関する指針」（以下「指針」という。）に即し、本県の現状を踏まえて本計画
を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

・本計画に掲げる措置は、県立中学校、県立中等教育学校、県立高等学校及び
県立特別支援学校の教育職員全てを対象とする。 

・本計画における「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教
諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主任実習助手兼実習教諭、主任実習助手、
実習助手、主任寄宿舎指導員、寄宿舎指導員、講師（常時勤務の者に限る。）、
養護助教諭、臨時の実習助手及び臨時の寄宿舎指導員をいう。 

 

（２）本県の現状 

・本県で導入している業務記録システムから把握した、令和６年度における県
立学校の教育職員の時間外在校等時間等は次のとおりであった。 

 
 
 
 
 
 
 
 

・月当たりの時間外在校等時間の平均は減少してきている一方、月当たりの時
間外在校等時間が 80時間を超える者はゼロになっていない。 

・令和７年８月に管理職を対象に実施した「働き方改革に関する取組状況調査」
（以下「取組状況調査」という。）の結果からは、学校運営協議会等での学校
における働き方改革の議題化や最終退校時刻の設定、部活動指導に係る負担
の軽減等において課題がみられる。 

区分 年平均 
月 45時間以内の 
教育職員の割合 

月 80時間超の 
教育職員の割合 

中学校※ 月 39.4時間 63.4％ 4.7％ 

高等学校※ 月 37.6時間 65.8％ 7.8％ 

特別支援学校 月 19.2時間 94.1％ 0.1％ 
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２ 目標 

本計画において達成を目指す目標は、次のとおりとする。 

（１）時間外在校等時間に関する目標 

・月当たりの時間外在校等時間が 45時間以内となっている教育職員の割合
を 100％にする。 

・１年間（年度）における、月当たりの時間外在校等時間の平均時間を30時
間以内にする。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

・勤務実態調査において「現在、仕事に『働きやすさ』を感じている」と回答
した教育職員の割合を 80％以上にする。  

・勤務実態調査において「現在、仕事に『働きがい』を感じている」と回答し
た教育職員の割合 80％以上を維持する。 

 

３ 計画の期間 

令和８年度～令和 10年度 

 

４ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 
県教育委員会は、本計画期間中の重点事項として、次に掲げる内容に取り組む。 
※【 】は「令和７～10年度学校における働き方改革重点取組」の柱となる項目との関連を示して
いる。 

（１）「学校と教師の業務の３分類」（以下「３分類」という。）を踏まえて
実施する取組 

・学校徴収金業務の効率化 

学校徴収金の徴収・管理に係る負担を軽減するため、学校徴収金管理システム
の導入を含めた検討を進める。【DX】 

・過剰な苦情等の抑制に向けた周知・啓発 

学校に対する過剰な苦情等を抑制し、対応に係る負担を軽減するため、啓発ポ
スターを作成し全校へ配布するとともに周知・啓発を進める。【業務】 

・録音告知機能付通話録音装置の導入 

電話応対時における長時間の拘束や過剰な苦情等を抑制するため、録音告知機能
付通話録音装置を全校に導入する。【業務】 

 

 

 

「３分類」⑤関係 

「３分類」③関係 

「３分類」⑤関係 
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・県教育委員会が実施する調査の回答方法や回数等の見直し 

県教育委員会が学校に発出する調査等の回答に係る負担を軽減するため、毎年度、
調査の回答方法や回数等の見直しを行う。【業務】 

・部活動指導員の配置 

部活動指導に係る負担を軽減するため、引き続き、部活動指導員の配置を行う。【部活】 

・校務系・学習系ネットワークの統合 

授業準備、成績処理等に係る負担を軽減するため、校務系・学習系ネットワーク
統合を行う。【DX】 

・入試業務におけるデジタル採点システムの導入 

入試業務における採点作業等に係る負担を軽減するため、入試業務におけるデジ
タル採点システムを導入する。【DX】 

・生成ＡＩの活用に係る好事例の発信 

校務を効率化するため、生成ＡＩの活用による効率化の好事例を発信し横展開を
図る。【DX】 

・支援スタッフ等の配置 

教育職員が児童生徒への教育に専念できるようにするため、引き続き、学校の実
態を踏まえながら支援スタッフ等の配置を行う。【外部】 

（２）「取組状況調査」からみえる課題を踏まえて推進する学校の取組 
面談等で各学校の実態をより一層把握するとともに、好事例の発信や管理職研修
の実施等により学校における次の取組を推進し、業務の適正化を図る。 

・学校運営協議会等での学校における働き方改革についての議題化 

働き方改革の目的を地域・保護者等と共有し、連携・協働しながら取組を進めるこ
とができるよう、学校運営協議会やＰＴＡ総会等で、学校における働き方改革につい
て議題として取り扱う。【意識】 

・最終退校時刻の設定 

勤務時間を踏まえた業務等の見直しを進めるため、実態に応じて最終退校時刻を
設定する。【業務】 

・部活動指導員による単独での部活動指導 

部活動指導に係る負担を軽減するとともに授業準備等の時間を確保するため、部
活動指導員による単独での部活動指導を実施する。【部活】 

・複数の顧問による交代での部活動指導 

部活動指導に係る負担を軽減するとともに授業準備等の時間を確保するため、複
数の顧問による交代での部活動指導を実施する。【部活】 

「３分類」⑥関係 

「３分類」⑬関係 

「３分類」⑮⑯関係 

「３分類」⑮⑯関係 

「３分類」⑮⑯関係 

「３分類」⑥～⑲関係 
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（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 
教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守すると
ともに、次の内容に取り組む。 

・年次休暇の計画的な取得の促進 

仕事と余暇のバランスのとれた豊かな生活の実現、時間管理意識の醸成を図るた
め、年次休暇の計画的な取得を促進する。 

・長時間勤務となった教育職員等への医師による面接指導の実施 

過重労働による健康障害を防止するため、月当たりの時間外在校等時間が 80 時
間を超えた教育職員について、当該職員が申し出た場合、医師による面接指導を実施
する。 

・ストレスチェックの実施 

自身のストレスへの気付きを促すとともに、メンタルヘルス不調を未然に防止す
るため、50人未満の学校も含め、ストレスチェックを全校で実施し、実施後の集団
分析の結果等も活用して職場改善を推進する。 

・相談窓口の設置 

心身の健康問題の早期発見・適切な対応を図るため、心身の健康問題に関する相
談窓口の設置を継続する。 

 
各学校では優先度を考慮しながら実態に応じた取組を行うとともに、ここに掲げ

た内容以外についても、主体的に業務の見直しを行う。 
 

５ 関連する取組、今後のフォローアップ 

・取組の着実な実行を図るため、本計画に定める目標の達成状況及び取組の実施状
況を把握し、毎年度、教育委員会会議で報告し、県教育委員会の HPで公表すると
ともに、総合教育会議において報告する。 

・時間外在校等時間に係る目標の達成状況については、県立学校に導入している業
務記録システムで把握し、働きがい等に関する目標については、勤務実態調査で
把握する。 

・各学校の取組状況については、管理職を対象に実施する取組状況調査で把握する
とともに、把握した取組状況等を踏まえ、必要に応じて学校への聞取り等を実施
する。 

・各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学校へ本計画
の周知を行うとともに、管理職を対象としたマネジメント等に関する研修を充実
させるなど、県教育委員会からの支援を強化する。 

・支援スタッフの配置など学校の指導・運営体制の充実や部活動の地域展開・連携
等の取組の推進に当たっては、知事部局と連携を図りながら取り組む。 
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【本計画に掲げる目標及び取組と指標一覧】 

※１ 本県で導入している業務記録システムにおける県立学校の令和６年度の割合及び値。ただし、「中」は中等教育学校前期課程を含
み、「高」は中等教育学校後期課程を含む。 

※２ 令和７年11月に実施した勤務実態調査における当該質問項目に「そう思う」又は「どちらかと言えばそう思う」と回答した者の割合｡ 
※３ 令和７年８月に実施した取組状況調査における当該質問項目に「できている」と回答した学校の割合。 
 
 

（参考資料） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 目標・取組 指標 現況値 R10年度目標値 

１ 

時間外在校等時間に関する
目標 

月当たりの時間外在校等時間が 45 時間以内になっている
教育職員の割合 

中 63.4％※１ 100% 

高 65.8％※１ 100% 

特 94.1％※１ 100% 

２ 
１年間（年度）における、月当たりの時間外在校等時間
の平均 

中 39.4ｈ※１ 30ｈ 

高 37.6ｈ※１ 30ｈ 

特 19.2ｈ※１ 維持又は縮減 

３ 
ワーク・ライフ・バランスや
働きがい等に関する目標 

「現在、仕事に『働きやすさ』を感じている」と回答し
た教育職員の割合 72.6％※２ 80％ 

４ 
「現在、仕事に『働きがい』を感じている」と回答した
教育職員の割合 83.0％※２ 維持 

５ 

学校運営協議会等での学校に
おける働き方改革についての
議題化 

「学校運営協議会等で、学校における働き方改革につい
て議題として取り扱うなどして、理解と協力をお願いし
ている」と回答した学校の割合  

45.7％※３ 100％ 

６ 最終退校時刻の設定 「最終退校時刻を設定している」と回答した学校の割合 35.7％※３ 100％ 

７ 
部活動指導員による単独での
部活動指導 

「部活動指導員は単独で部活動指導を行っている」と回
答した学校の割合 28.6％※３ 80％ 

８ 
複数の顧問による交代での部
活動指導 

「複数の顧問により交代で部活動指導を行っている」と
回答した学校の割合 37.5％※３ 80％ 


